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まちづくりの理念 

三面の雄大な自然と伝統・風景を大切にしなが

ら活気と地域愛に満ちたまちをつくる 

地域の将来像 

一．地域で支え合うという意識が高く、子どもからお年寄りまで

安心して生き生きと暮らせるまち 

一．豊かな自然環境が守られ、美しい里山の風景があるまち 

一．集落行事やスポーツ大会を通じて、住民同士の交流が盛んに

行われ、お互いのつながりが強いまち 

一．三面の魅力に惹かれ訪れる人で賑わうまち 
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第１号議案 

 

 

令和２年度事業報告および収支決算の承認について 

 

 令和２年度の事業報告および収支決算について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

令和３年４月19日提出 

                                

 

 

  



 

- 2 - 

令和２年度事業報告書 

 
区
分 

事業名・取組項目 実施時期 
対象 
人員 

取組内容 効果・課題等 

広
報
部
会 

(1)情報発信事業 

 
①三面地域まちづ
くり通信の発行 

年４回 
(6,10,12,3) 

全世帯 
協議会の取組状況など
を紹介する広報誌を年
４回発行した。 

まちづくり協議会の事
業を市民にアピールで
きた。 

(2)地域情報発信手法研究事業 

 
①情報発信の検討 年間 部会員 

ホームページなどで情
報発信について検討し
た。 

ホームページの更新頻
度を上げ、地域情報を掲
載した。 

交
流
企
画
部
会 

(1)地域資源活用イベント 

 ①イヨボヤづくし 中止 全世帯  
新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し中
止。 

(1)地域全体の交流イベント 

 
①三面地域運動会
及び交流会 

中止 全世帯  
新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し中
止。 

協
議
会 

(1)集落活動支援事業 

 
①集落活性化支援
助成金事業 

６月～２月 
全10 
集落 

５集落５事業に助成金
を交付した。 

集落の伝統行事等開催
の支援を行い、住民交流
の一助となった。 

(2)調査研修事業 

 ①役員研修事業 中止 役員等  
新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し中
止。 

(3)連携事業 

 

①朝日地区まちづ
くり協議会での連
携推進 

①９月18日
～    

11月11日 
②７～９月 

延べ 
14人 

①研修事業 
②あさひﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 

朝日地区のまちづくり
協議会が合同で実施し
た。 

②三面地区内の集
落等との連携推進 

4/29～8月中
旬 

 

①二子島島開き 
②縄文の里春まつり 
③布部やな場 
④縄文の里夏イベント 

新型コロナウイルス感
染症の影響にて各団体
の事業が中止ため連携
なし。 

③ほか協議会との
交流・連携推進 

①9月12日 
舘腰地域
との交流  

①竹あかり点灯竹片付 
舘腰地域の事業への参
加周知し、それぞれの事
業に参加し交流した。 

④ほか団体との交
流・連携推進 

①9月3日 
②4月～3月 

保健ｾﾝﾀｰ 
朝日地区 

①朝日互近所ささえ～
る隊(三面地域研修会) 
②地域会議の会議等 

①三面地域の現状につ
いて研修できた。 
②協議会から委員とし
て会議等に参加した。 

(4)小川小学校支援事業 

 ①小川小学校支援 ５月～10月 
小川 
小学校 

毎月10日の小川小学校
あいさつデーにあいさ
つおよび三面川太鼓の
支援を行う。 

小川小学校に登校する
三面地域の小学生にあ
いさつをして交流した。 
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令和２年度 集落活性化支援事業一覧 
単位：円 

集落名 事業名／実施日 事 業 の 目 的 、 内 容 等 決算額 交付額 備考 

茎 太 才の神 
R3.2.7 

正月飾りなどを集めナラの木
を中心に竹や正月飾りなど積
み上げ作り上げる。無病息災、
豊作、安全などを願い点火。お
神酒、甘酒、みかんなどを振る
舞った。 

19,291 9,000  

千 縄 千縄収穫祭 
R2.11.8 

お年寄りと若者が一緒に野菜
作りをし、収穫した野菜を使

用し山もちやおでん等を作り
試食した。カラオケ大会など
で和やかに交流した。 

73,088 36,000  

新 屋 堀野区才の神 
R3.2.14 

カヤ・わら・正月飾りなどで才
の神をつくり上げる。無病息
災を祈り、甘酒などの振る舞
いのほか世代交流を図った。 

24,000 12,000  

石 住 石住地蔵様まつ
り 
R2.7.23 

地蔵様の飾りつけをし、お参
りに来た人に、かき氷・綿あ
め・ポップコーン等の振る舞
いをし、にぎやかに開催した。 

 

16,194 8,000  

上中島 地蔵様まつり 
R2.7.23 

綿あめ、チョコバナナ、かき
氷、焼きそばなどの模擬店を
開いた。竹灯籠を製作し夜に
火をともした。 

22,342 11,000  

５集落 ５集落 ５事業 76,000  
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監査報告書 

 

 

 三面地域まちづくり協議会規約第20条第２項の規定に基づき、令和２年度三面地域まち

づくり協議会事業報告書及び決算報告書について監査を実施しましたので報告します。 

 

監査の結果 

 (1) 収入支出の証拠書類及び預金通帳を照合した結果、誤りはなく適正に処理してい

る 

   と認めます。 

 (2) 事業報告書は、三面地域まちづくり協議会の事業運営の状況を正しく示している 

   ものと認めます。 

以上 

 

 

 令和３年４月３日 

 

監 事   

監 事    
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第２号議案 

 

 

令和３年度事業計画(案)および収支予算(案)の承認について 

 

 令和３年度の事業計画(案)および収支予算(案)について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

令和３年４月19日提出 
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令和３年度三面地域まちづくり協議会事業計画(案) 
 

区分 事業名・取組項目 実施時期 
対象 

人員 
取組内容 備考 

広報部会 

(1)情報発信事業 

 ①朝日地区５まち

協通信の合同発行 

年３回 

(6,10,2) 
全世帯 

協議会の取組状況などを紹介

する広報誌を年３回発行する。 
 

(2)地域資源活用事業 

 ①地域資源活用ま

ち歩き 
未定 

三面地

区市民 

地域資源を調査したところを

見学しながらまち歩きを行う。 
 

交流企画

部 会 

(1)地域資源活用イベント 

 
①イヨボヤ(鮭)づ

くし 
10月下旬 

三面地

区市民

ほか 

三面川の支流千桜川で鮭のつ

かみ取りおよび鮭の料理を味

わう交流イベントを開催する。 

 

(2)地域全体の交流イベント 

 
①三面地区運動イ

ベント 

６月下旬～ 

７月上旬 

三面地

区市民 

地域住民の体力測定や体力増

進を図るためイベントを開催

する。 

 

協 議 会 

(1)集落活性化支援事業 

 
①集落活性化支援

助成金事業 

６月～ 

２月 

全10 

集落 

集落等の行事に対して開催経

費の２分の１の額を助成する。 
 

(2)研修事業 

 ①役員研修事業 未定 構成員 
他地域まちづくり協議会との

合同研修会を予定する。 
 

(3)連携事業 

 

①朝日地区内まち

づくり協議会での

連携推進 

年間 
朝日地

区市民 

朝日地区まちづくり協議会連

絡会議で連携事業を開催する。

(全住民ｱﾝｹｰﾄ・合同広報誌等) 

 

②三面地区内の集

落等との連携推進 
年間 集落 

二子島、縄文の里等の事業に参

加し連携を図る。 
 

③他協議会との交

流・連携推進 
年間 

三面・

舘腰地

区市民 

舘腰地域まちづくり協議会と

の交流・連携を進める。 
 

④他団体との交流・

連携推進 
年間 

役員 

参加者 

あさひ互近所ささえ～る隊や

地域会議の事業等に参加し連

携推進する。 

あさひまつり参加して郷土料

理販売する。 

 

(4)小川小学校支援事業 

 ①小川小学校支援 ５月～10月 
小川 

小学校 

毎月10日小川小学校あいさつ

デーに地域のバス乗場であい

さつを行う。 

朝日三面川太鼓の支援を行う。 

 



 

- 9 - 
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参 考 資 料 
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三面地域まちづくり計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年３月制定 

平成29年４月変更 
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三面地域まちづくり協議会 



 

- 13 - 

三面地域まちづくり計画 

はじめに 

 平成20年４月に、村上市、荒川町、神林村、朝

日村、山北町の５つの市町村が合併し新村上市

が誕生しました。村上市では平成21年度に第１

次村上市総合計画が策定され、市の将来像を「元

気“ｅまち”村上市」と定め、将来像を実現する

ための重点戦略として「定住の里づくり」としま

した。 

 これまで村上市の各地域では、自治会（集落）、

公民館、老人会、婦人会、ＰＴＡ、防災組織、福祉ボランティア、趣味のサークルなどが

さまざまな活動をしてきました。しかし、急速な社会の変化と過疎化、少子高齢化が進む

中、市民のニーズは多種多様化し複雑な地域課題が増えてきました。 

 こうした課題を解決するため、地域のあらゆる人たちが一体となり、意見を出し合い、

ともに協力して活動し、均衡ある地域の発展と活性化を図る組織として、旧５市町村の実

情に合わせたまちづくり組織が設立されることになりました。 

朝日地区においては、昭和の大合併前の旧村

単位となる５つの地域で、まちづくり協議会を

組織することになり、この度「三面地域まちづ

くり協議会」を設立する運びとなりました。 

地域の個性や魅力を生かし、住民が本当に

「ここに住み続けたい」「住んで良かった」と実

感できるまちづくりを実現するために「三面地

域まちづくり計画」を策定いたしました。 

 

１ 地域の特色、課題 

 三面地域は、雄大な朝日連峰を源とする三

面川が中央を流れ、その川沿いに岩崩、茎太、

千縄、新屋、中新保、堀野、石住、上中島、布

部、猿田の10集落が点在し、1,410人、393世帯

が暮らしています。（平成24年１月１日現在：

住民基本台帳） 

また朝日スーパーライン、三面ダム、奥三面

ダム、二子島森林公園、縄文の里朝日、布部や

な場など自然や歴史文化を利用した観光施設

に恵まれており、地域を訪れる人は多く、夏には鮎釣りの人々などで賑わいを見せてい 

ます。 

しかし、昭和30年に3,599人だった人口も、社会情勢の変化や奥三面ダム建設に伴う集団 
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移転等により、今では当時の半数にも満たず、少子高齢化が進行し、後継者不足により地 

域のコミュニティ活動や災害時の対応に支障をきたし始めていることから、新たなまちづ 

くりを進める必要があります。 

■三面地域人口推移                              単位：人 

区分 昭和30年 昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成7年 平成17年 平成22年 

人 口 3,599 2,,687 2,222 2,006 1,949 1,535 1,366 

増 減 －  △ 912 △ 465 △ 216 △ 57 △ 414 △ 169 

注）数値は国勢調査 

 

２ 地域のまちづくりの理念、将来像（目標年度：33年度） 

三面地域まちづくりの理念を「三面の雄大な自然と伝統・風景を大切にしながら、活気 

と地域愛に満ちたまちをつくる。」とし、次の４つの将来像の実現を目指します。 

一．地域で支え合うという意識が高く、子供からお年寄りまでが安心して生き生きと暮 

らせるまちを目指します。 

一．豊かな自然環境が守られ、美しい里山の風景があるまちを目指します。 

一．集落行事やスポーツ大会を通じて、住民同士の交流が盛んに行われ、お互いのつな 

がりが強いまちを目指します。 

 一．三面の魅力に惹かれ訪れる人で賑わうまちを目指します。 

３ 具体的な取組みの方向性、実施事業等（計画年度：24年度～33年度） 

基本方針 取組みの方向性や実施する事業 

地域情報などを内外に積極

的に発信する。 

・地域情報誌により情報を発信する。 

・情報の発信と手法を研究する。 

地域住民の交流と健康増進

を図るイベントを開催する。 

・地域全体のイベントを行う。 

・地域資源を活用したイベントを開催する。 

地域活性化のため集落活動

を支援する。 

・集落事業に助成金を交付し集落の活性化を図る。 

・地域おこし協力隊員等の活動を支援する。 

地域のキーマンを養成する。 ・人材育成のための研修を実施する。 

内外の交流を促進するため

の活動を進める。 
・連携事業を推進する。 

地域の課題を把握し、解決の

ための研究を行う。 
地域の課題解決のための研究を行う。 
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４ 事業計画年度（実施年度：24年度～33年度） 

基本方針 事業項目 
実 施 年 度 

備 考 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

地域情報などを

内外に積極的に

発信する。 

地域情報の発信      ● ● ● ● ●  

情報発信手法の

研究 
     ● ● ● ● ●  

地域住民の交流

と健康増進を図

るイベントを開

催する。 

地域全体イベン

トの開催 
     ● ● ● ● ●  

地域資源活用イ

ベントの開催 
     ● ● ● ● ●  

地域活性化のた

め集落活動を支

援する。 

集落活性化支援

事業 
     ● ● ● ● ●  

地域おこし協力

隊員等の活動支

援 

     ● ● ● ● ●  

地域のキーマン

を養成する。 
人材育成研修      ● ● ● ● ●  

内外の交流を促

進するための活

動を進める。 

連携事業の推進      ● ● ● ● ●  

地域の課題を把

握し、解決のた

めの研究を行

う。 

地域課題研究      ● ● ● ● ●  
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三面地域まちづくり協議会規約 

 

平成24年３月８日制定 

平成27年４月16日改正 

平成29年11月11日改正 

 

（目的） 

第１条 本会は、三面の雄大な自然と伝統・風景を大切にしながら、活気と地域愛に満ち

たまちをつくることを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本会は、三面地域まちづくり協議会と称する。 

 

（事務所） 

第３条 本会の主たる事務所は、村上市岩沢5611番地「村上市朝日支所」内に置く。 

 

（事業） 

第４条 本会は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う｡ 

(1) 地域の課題解決、地域振興及び住民交流に関すること。 

(2) 健康及び福祉の増進に関すること。 

(3) 安全及び安心に関すること。 

(4) 環境の保全及び改善に関すること。 

(5) 地域資源の有効活用に関すること。 

(6) 地域の産業振興に関すること。 

(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。 

(8) その他、まちづくりに関し、特に必要なこと。 

 

（構成） 

第５条 本会は、三面地域に居住する人及び三面地域で事業を実施する個人若しくは法人

又は三面地域で活動する各種団体（以下「構成員」という。）をもって構成する。 

 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く｡ 

(1) 会長      １名 

(2) 副会長     ２名以内 

(3) 事務局長    １名 

(4) 理事     若干名 

(5) 監事      ２名 

２ 会長、副会長、事務局長、理事及び監事は、役員会において構成員の中から選出し、

総会の承認を得る｡ 
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３ 本会の設立時においては、準備会等で役員を選出し、設立総会において承認を得るこ

とができるものとする。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総括する｡ 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故その他やむをえない事情により職務を遂行でき

ないときは、その職務を代行する。 

３ 事務局長は、本会事務及び事務局を総括する。 

４ 理事は、本会の円滑な運営に努める。 

５ 監事は、本会の事業及び会計の執行状況を監査し、総会に報告する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする｡ 

 

（代議員） 

第９条 代議員は、本会の構成員の中から集落区長が選出する。 

２ 代議員は、総会において役員会が提案した議題を審議し議決する。 

３ 代議員の定数は、別表に定めるとおりとする。 

４ 代議員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

５ 代議員の中に欠員が生じた場合、補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間

とする。 

６ 役員は代議員になることができない。 

 

（顧問） 

第10条 本会は、識者、アドバイザーなどによる顧問を必要に応じて置くことができる。 

２ 顧問は、役員会において選任し、総会の承認を得るものとする。 

 

（会議） 

第11条 本会に次の会議を置く。 

 (1) 総会 

 (2) 役員会 

(3) 評議委員会 

(4) 専門部会 

(5) 特別部会 

 

（総会） 

第12条 総会は、代議員をもって構成する最高の議決機関であり、本規約に定める事項の

ほか、本会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。 

３ 通常総会は、毎年度１回以上開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、
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代議員の２分の１以上の請求があった場合に開催するものとする。 

４ 総会の議長は、総会において出席代議員のうちから選出する。 

５ 総会は、委任状を含めた代議員の２分の１以上の出席により成立するものとする。 

６ 総会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

７ 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 地域まちづくり計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 規約の制定及び改正に関すること。 

(3) 会長、副会長、事務局長、理事、監事及び顧問の承認に関すること。 

(4) 事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。 

(5) その他、重要事項に関すること。 

 

（総会の議事録） 

第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 構成員の現在数及び出席者数（評決委任者を含む） 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印し、

事務所に備え付けておかなければならない｡ 

 

（役員会） 

第14条 役員会は、総会に付議する事項及び本会の運営に関する事項を審議、決定する。 

２ 役員会は、会長、副会長、事務局長、理事及び監事をもって構成し、会長が必要に応

じ招集し、議長となる。 

３ 役員会は、構成する役員の２分の１以上の出席により成立するものとする。 

４ 役員会は、必要に応じて、評議委員及び顧問の出席を求め、助言、指導等を受けるこ

とができる。 

 

（評議委員会） 

第15条 評議委員会は、本会を構成する集落区長及び顧問で構成し、本会の運営に係る助

言を行うものとする。 

２ 評議委員会は、会長又は評議委員の求めに応じ、開催することができる。 

 

（専門部会） 

第16条 本会は、総会で決定された方針に基づき事業を実施するため、必要に応じ専門部

会を設置することができる。 

２ 専門部会は、本会の構成員で構成する。 

３ 専門部会には、部会長及び副部会長を置く。 
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４ 部会長及び副部会長は、役員会において理事の中から選出する。 

５ 部会長は、部会を代表し会務を総括する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故その他やむをえない事情により職務を遂

行できないときは、その職務を代行する。 

７ 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

 

（特別部会） 

第17条 本会に特別部会を設置することができる。 

２ 特別部会は役員会の承認により設置し、特定事項の解決のための事業を行う。 

 

（事務局） 

第18条 本会の円滑な運営及び事業実施に資するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。 

３ 事務局長は、会務及び会計を掌握する。 

４ 事務局員は、事務局長を補佐し、本会の事務及び会計事務を処理する。 

 

（会計） 

第19条 本会の運営等に係る経費は、地域まちづくり交付金、会費、出資金及びその他の

収入をもって充てる。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる｡ 

３ 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合においては、会長は、総会に

おいて予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準にして収入支出をする事が

できる。 

 

（監査） 

第20条 会長は、事業年度終了後、事業報告書、収支決算書及び積立金台帳を作成して監

事に提出し、その監査を受けなければならない。 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に

報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。 

 

（規約の変更） 

第21条 この規約は、総会において総会出席者の２分の１以上の議決を得なければ変更す

ることはできない。 

 

（書類及び帳簿の備付け） 

第22条 本会の主たる事務所には、本会の事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証

拠書類並びに帳簿等活動に関する全ての書類を備え付け、公開するものとする。 

 

（個人情報保護の取扱い） 

第23条 本会が各種取組みを推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管
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理については、適正に運用するものとする。 

 

（その他） 

第24条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に

諮り、別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成24年３月８日から施行する。 

この規約は、平成27年４月16日から施行する。 

この規約は、平成29年11月11日から施行する。 

 

別表（第９条関係） 

 

集落名 代議員数 

岩崩 ２人  

茎太 ２人  

千縄 ２人  

新屋 ５人  

中新保 １人  

堀野 １人  

石住 ２人  

上中島 ２人  

布部 ８人  

猿田 ０人  
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